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令和６年度説明会 第１回 別添１ 通知書の仕様について

１. 仮の振り仮名の通知情報

仮の振り仮名の通知情報は、戸籍情報システムからCSVファイルで出力されます（文字フォントについては、「２. 文字フォントについて」を参照。）。
１情報（レコード）で１通の通知書を作成します。１通に４名までの記載となることから、同一戸籍、同一住所の家族が４名を超える場合は、

4名単位に通知情報が作成されるところ、この場合は、管理情報の連番が同じで、枝番が連番となります。
仮の振り仮名の通知情報の様式は、以下のとおりです。

概要項目

市区町村コード管理情報

通知書宛名の上部に記載する番号。
連番枝番は初期値を０（ゼロ）とし、同一戸籍同一住所の通知対象者が４名を超える場合に、２通目から１か
らの連番となります。

連番

連番枝番

郵便番号宛先情報

住所

方書

連名の場合もあります。宛名氏名

本籍氏の情報

氏

氏の振り仮名

連名の場合もあります。氏の振り仮名の届出が可能な方

名名の情報（1）

名の仮の振り仮名

名名の情報（2）

名の仮の振り仮名

名名の情報（3）

名の仮の振り仮名

名名の情報（4）

名の仮の振り仮名

※ 仮の振り仮名の通知情報は、市区町村と戸籍情報システム開発事業者の協議により、仕様を変更することは差し支えありません。
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令和６年度説明会 第１回 別添１ 通知書の仕様について

１. 仮の振り仮名の通知情報

備考通知情報（抜粋）情報名

法務 太郎宛名１通目筆頭者が生存して
いる場合 法務 太郎氏の振り仮名の届出が可能な方

太郎名の情報１の名

華子名の情報２の名

一郎名の情報３の名

ゆり名の情報４の名

１通知で４名までのため、「二郎」は２
通目として作成します。

法務 太郎宛名２通目

法務 太郎氏の振り仮名の届出が可能な方

二郎名の情報１の名

法務 華子宛名１通目筆頭者が除籍者で
配偶者が生存して
いる場合

法務 華子氏の振り仮名の届出が可能な方

華子名の情報１の名

一郎名の情報２の名

ゆり名の情報３の名

二郎名の情報４の名

子供の連名となります。
データの区切り文字は「／（全角スラッ
シュ）」です。

法務 一郎／法務 ゆり／法務 二郎宛名１通目筆頭者及び配偶者
が除籍者である場
合

法務 一郎／法務 ゆり／法務 二郎氏の振り仮名の届出が可能な方

一郎名の情報１の名

ゆり名の情報２の名

二郎名の情報３の名

◆通知情報の設定イメージ 【例】 戸籍の記録されている者:（筆頭者）法務太郎、（配偶者）華子、（子）一郎、ゆり、二郎 ※全員同一住所
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令和６年度説明会 第１回 別添１ 通知書の仕様について

２. 文字フォントについて

仮の振り仮名の通知情報は、以下のフォントファイルにより、表示・印刷することを想定して作成されています。これらのフォントは、法務省から戸籍
情報システム開発事業者経由で市区町村に提供することを予定しています。

なお、当該フォントの使用は必須ではなく、戸籍証明書の文字と通知の文字を一致させるため戸籍情報システムで保有しているフォントを使用して、
通知を印刷しても差し支えありません。

内容ファミリー名（日本語）ファミリー名（英語）フォントファイル名

IPAmj明朝フォントVer.006.01をベースとし、文字コードの合成で表現される
202文字に対し私用面文字コードを付与し、作成したフォント。

kosekikosekikoseki.ttf

文字情報基盤文字に同定できなかった文字のうち、法務省において実施した
文字整備作業において、戸籍統一文字に追加した文字及び戸籍副本データ
として受信した文字を実装したフォント。

MOJ戸籍明朝MojKosekiMinchomoj20230327.ttf

【補足】

• TrueType形式

• 文字コードはUnicodeを実装

参考として、文字コードとフォントファイルの関係を、次葉に示します。

■ライセンスについて

 通知業務に限り利用することが可能です。

 koseki.ttfは、IPAmj明朝フォント※のライセンスを継承することから、IPAmj明朝フォントのライセンスについても従う
必要があります。
※ IPAmj明朝フォント:https://moji.or.jp/mojikiban/font/
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２. 文字フォントについて

（参考）文字コードとフォントファイルの関係

フォントファイル使用する
UCSコードの範囲対象の文字戸籍情報連携システム

文字の分類

koseki
（koseki.ttf）

• 基本多言語面（面00）
• 私用面（面 6、 合成文字）

JIS X 0213附属書４に示された文字。JIS X 0213 非漢字

• 基本多言語面（面00）
• 追加漢字面（面02）
（異体字セレクタ（IVS）は、追

加特殊用途面（面14））

MJ文字情報一覧表Ver.006.01※1において示された
漢字のうち、「実装したUCS」もしくは「実装した
Moji_JohoコレクションIVS」に値が設定されているもの。

漢字文字情報基盤
文字

• 追加多言語面（面01）MJ文字情報一覧表 変体仮名編Ver.002.01※2に
示された変体仮名のうち、備考欄において他の変体仮
名への統合が示されていないもの。

変体仮名（清音）

• 私用面（面16）濁点・半濁点付き変体仮名テスト用チャート※3に示さ
れた濁音及び半濁音の変体仮名。文字コードは清音
の変体仮名の文字コードに、濁点もしくは半濁点の文
字コードを組み合わせることで表現している。

変体仮名
（濁音／半濁音）

MOJ戸籍明朝
（moj20230327.ttf）

• 私用面（面16）令和２年度時点の戸籍統一文字。戸籍統一文字文字情報基盤
外文字

• 私用面（面16)戸籍副本データとして市区町村の戸籍情報システムか
ら受信したデータに使用されていた文字。

戸籍副本データとし
て受信した文字

※1 MJ文字情報一覧表 Ver.006.01 :https://moji.or.jp/wp content/mojikiban/oscdl/mji.00601 xlsx.zip（文字情報技術促進協議会）

※2 MJ文字情報一覧表 変体仮名編 Ver.002.01 :https://moji.or.jp/wp content/mojikiban/oscdl/MJIH00201 xlsx.zip（文字情報技術促進協議会）

※3 濁点・半濁点付き変体仮名テスト用チャート :https://moji.or.jp/wp content/mojikiban/2019/05/f0216ed4b3bf8599632bf32259275e18.html（文字情報技術促進協議会）
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通知書の用紙は、圧着ハガキによることを想定していますが、市区町村の判断で変更することは差し支えありません。

なお、検討中の様式サンプルは、以下のとおりです。

令和６年度説明会 第１回 別添１ 通知書の仕様について

３. 通知書の様式

◆通知書 サンプル 表面 【印刷例】 筆頭者:法務太郎、配偶者:華子、子:一郎、ゆり

※１

※２

※３

※５

※６

※７

※１～７の説明は、次葉のとおり。

※４
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３. 通知書の様式

◆通知書 サンプル 表面 前葉の表面の補足説明

※１ 住所: 戸籍附票の住所を記載します。
４名を超える場合に２通のハガキを作成するか、別途封書等で通知するかは市区町村の判断に委ねることとします。

※２ 宛名: 筆頭者が在籍している場合は筆頭者とし、筆頭者が除籍されていても配偶者が在籍している場合は配偶者とします。
いずれも除籍されている場合は、他の在籍者を連名で記載します。

※３ 連絡先:本籍地の市区町村を記載します。なお、市区町村の実情に応じ、記載内容を加除することは差し支えありません。

※４ 管掌者印: 公印省略とすること及び電子公印を利用することのいずれも可能です。なお、電子公印を用いる場合において、地紋紙を用いるよ
う義務付けることは想定していません（平成６年１１月１６日付け法務省民二第７０００号通達第３の２(3)は適用しませ
ん。）。

※５ 氏の振り仮名の届出が可能な方:複数名が該当する場合は全員を記載し、先に届け出た振り仮名が優先されることを注記することを想定して
います。

※６ 音声コード: 振り仮名の内容を含んだバリアブルなコードとしますが、市区町村の判断により内容を変更することは差し支えありません。なお、技
術的仕様については９葉目及び音声コードの内容サンプルについては１０葉目を参照してください。

※７ 作成日:通知の作成データを戸籍情報システムから抽出した日を記載します。

※１

※２

※３

※５

※６

※７

※４
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令和６年度説明会 第１回 別添１ 通知書の仕様について

３. 通知書の様式

◆通知書 サンプル 裏面

※１ この面には、裏面の個人情報が見えないよう背景には地紋を印刷することを想定していますが、個人情報が見えないよう紙質等を工夫するのであれば、地紋の印刷は必須ではありません。
※２ 本籍地以外への郵送届出も可能であるが、事務効率化の観点から記載していません。
※３ 操作説明を作成するために必要な画面キャプチャなどは別途提供する予定としています。
※４ 管理番号を利用した問合せ管理はイメージとして記載したものであり、詳細を規定する予定はありません（行うかどうかも含め、市区町村の判断になります。）。

※１

※２

※３

※４
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４. 音声コードについて

音声コードとは、文字情報を２cm角程度の２次元コードに埋め込み、専用機器やスマートフォンで読み取ることで、音声として聞くことのできるコー
ドであり、１コードに８００文字程度の情報が入ります。

音声コードには、「SPコード」と「ユニボイス」の２種類があるところ、読み取りに当たって、「SPコード」は専用の読み上げ装置が必要だが、「ユニボイ
ス」の場合はアプリをダウンロードしたスマートフォンで読み取ることができるという特徴があります。

「ユニボイス」を利用した場合の印刷業者等に委託する基本仕様例を、以下に示しますが、市区町村の判断により変更することは差し支えありませ
ん。）。

（1）音声コードの横に、直径６mmの半円の切り欠き加工を施す。

（2）音声コードの中心位置が、印刷物の端から２５mmとなるよう配置すること。

（3）受注者において読み取りテストを行うこと。

（4）受注者は、実際の印刷に使用する用紙に音声コードを印刷したサンプル品を提出し、委託元の市区町村の確認を受けた後に、本印刷を開始すること。

（5）詳細は、下図のとおりとする。

（図）音声コードの印刷位置

※ 音声コードの印刷ズレ
上下左右:±３mm
（専用機では、±１mm）

※ 通知書に印刷する音声コードの内容のサンプルは、次葉のとおり。
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４. 音声コードについて

◆音声コードの内容サンプル

■原稿

○○県○○市から、戸籍への振り仮名記載について、お知らせします。
令和７年ＭＭ月ＤＤ日から、戸籍に振り仮名を記載することになりました。
これに伴い、令和７年ＭＭ月ＤＤ日から令和８年ＭＭ月ＤＤ日まで振り仮名の届出を受付します。名の振り仮名はそれぞれ届け出ていただきますが、氏の振り仮名
を届け出ることができるのは、ホウムタロウ様です。氏の振り仮名を届け出ることができる方が複数名いらっしゃる場合は、先に届け出られた振り仮名が戸籍に記載されます
ので御注意ください。
また、同日までにお届けいただけなかった場合は、氏の振り仮名はホウム、名の振り仮名はタロウ、ハナコ、イチロウ、ユリを戸籍に記載いたします。なお、振り仮名の届出を
されなかった場合は、１回に限り変更の届出が可能です。
詳しくは、当市までお問合せください。電話番号は、１２３－４５６－７８９０です。

■読み上げ（４５０文字前後）

○○ケン○○シカラ、コセキヘノフリガナキサイニツイテ、オシラセシマス。
レイワナナネンＭＭガツＤＤニチカラ、コセキニフリガナヲキサイスルコトニナリマシタ。
コレニトモナイ、レイワナナネンＭＭガツＤＤニチカラレイワハチネンＭＭガツＤＤニチマデフリガナノトドケデヲウケツケシマス。ナノフリガナハソレゾレトドケデテイタダキマスガ、
ウジノフリガナヲトドケデルコトガデキルノハ、ホウムタロウサマデス。ウジノフリガナヲトドケデルコトガデキルカタガフクスウメイイラッシャルバアイハ、サキニトドケデラレタフリガナガ
コセキニキサイサレマスノデゴチュウイクダサイ。
マタ、ドウジツマデニオトドケイタダケナカッタバアイハ、ウジノフリガナハホウム、ナノフリガナはタロウ、ハナコ、イチロウ、ユリヲコセキニキサイイタシマス。ナオ、フリガナノトドケデヲ
サレナカッタバアイハ、イッカイニカギリヘンコウノトドケデガカノウデス。
クワシクハ、トウシマデオトイアワセクダサイ。デンワバンゴウハ、イチニイサンノヨンゴウロクノナナハチキュウゼロデス。

【凡例】 青字:市区町村単位に設定する内容
赤字:通知対象者単位に設定する内容


